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第９回糸島１市２町合併協議会 

 

平 成 20年 ５ 月 30日 （ 金 ） 13： 30～ 

志摩町総合保健福祉センター「ふれあい」 

 

次   第 

 

１ 開  会 

２ 会長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名 

４ 協議事項 

（１）協定項目の調整について 

 （第７回合併協議会資料） 

  ①協議第24号 協定項目４「新市の事務所の位置」について 

  ②協議第25号 協定項目11「一般職職員の身分の取扱い」について 

  ③協議第27号 協定項目21「組織及び機構の取扱い」について 

 （第８回合併協議会資料） 

  ④協議第30号 協定項目７「議員定数及び任期の取扱い」について 

  ⑤協議第31号 協定項目９「地域審議会の取扱い」について 

（２）提案事項【提案・質疑】（第９回合併協議会資料） 

  ①協議第33号 協定項目18「補助金・交付金等の取扱い」について 

（３）提案事項【提案・審議】（第９回合併協議会資料） 

  ①協議第34号 協定項目６「新市基本計画（第２章 新市建設の基本方針）」について 

５ その他 

（１）糸島１市２町合併協議会の開催場所（予定）について 

  ・第10回 平成20年６月20日（金）13：30～ ： 前原中央公民館 

  ・第11回 平成20年７月１日（火）13：30～ ： 志摩町総合保健福祉センター 

  ・第12回 平成20年７月10日（木）13：30～ ： 前原市人権センター 

  ・第13回 平成20年７月25日（金）13：30～ ： 二丈町立中央公民館 
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５ 次回日程について 

  日 時：平成20年６月20日（金）13：30～ 

  場 所：前原中央公民館会議室 

６ 閉 会 
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午後１時31分 開会 

○事務局（田浦） 

 定刻になりました。本日の出席委員は27人でございます。定足数に達しておりますので、

ただいまから開会させていただきます。 

 委員の皆様にお願い申し上げます。 

 会議録作成の関係から、発言をされる際には市町名と氏名を述べられ、マイクを使用して

の発言をよろしくお願い申し上げます。 

○事務局（福嶋） 

 ただいまから開会いたしますが、開会のあいさつを筒井副会長が申し上げます。 

○筒井副会長 

 こんにちは、皆さん。今日は、協議会を志摩町の会場に移しての開会でございます。皆さ

ん方には大変ご多用の中に繰り合わせてご出席をいただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 ただいまから第９回糸島１市２町合併協議会を開会いたします。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○事務局（福嶋） 

 続きまして、松本会長がごあいさつを申し上げます。 

○松本会長 

 皆さん、こんにちは。今日は傍聴席もたくさんおいでになっておりまして、大変ありがと

うございます。委員の皆様、今日は第９回目ということですが、毎回熱心にご審議賜り、心

から感謝申し上げます。 

 本日の協議事項、大変重要な案件ばかりでございます。毎たび同じことを言うようで恐縮

なんですが、糸島の未来へつながる建設的なご議論を期待いたしております。皆さんのご協

力を賜りながら、あらゆる課題を解決しまして協議を進めてまいりたい、このように考えて

おります。 

 本日もよろしくお願い申し上げます。 

○事務局（福嶋） 

 ありがとうございました。 

 それでは会議に入りますが、協議会規約によりまして、会長が議長を務めることになって
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おりますので、議長のほうを会長よろしくお願いします。 

○松本会長 

 それでは、協議会規約によりまして、会長が議長を務めることになっておりますので、た

だいまから進めさせていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。 

 ここで、会議の運営に関する規程第２条第２項の規定によりまして、本日の会議録署名委

員の指名を行います。 

 本日の会議録署名委員、新久太委員、谷口一成委員、末弘孝之委員を指名しますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 それでは、具体的な協議に入ります前に、前回の協議会で委員のほうから、採決の結果に

ついて、だれが賛成し、だれが反対かを公表すべきではないかというご意見が出されており

ました。この件は幹事会預かりとさせていただいておりまして、その後、幹事会で検討いた

しましたので、その結果につきまして幹事長から報告させますので、よろしくお願いします。 

○内場幹事長 

 では、報告いたします。会長から申されましたように、幹事会預かりとなっていた分につ

いてのお答えをいたします。 

 委員のご意見のように、本協議会は原則公開で行っております。したがって、協議の内容

及び採決に至るまでの経過と結果を住民の皆様にお知らせすることは当然のことと考えてお

ります。ただし、賛成、反対の委員の氏名を公表するということになれば、他の委員からご

意見が出ましたように、委員選出の母体、委員個人の立場などから、率直な発言に制約がか

かることも考えられます。 

 このようなことから、幹事会では協議の過程において十分な議論をいただき、その内容を

住民の皆様にお知らせすることで、なお一層の合併に対する関心を深めることを念頭に置い

て、賛否に係る委員の氏名は公表しないことに決しました。 

 どうぞよろしくご理解いただきますようお願いいたします。 

○松本会長 

 ただいま幹事長に報告させましたが、どうかただいまの報告でご了解いただくようお願い

申し上げます。 

 それで、今日の協議事項でございますレジュメ４、協議事項に参ります。 

 協定項目の調整についてでございますけれども、協議第24号の協定項目４「新市の事務所
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の位置」、それから、協議第25号 協定項目11「一般職職員の身分の取扱い」及び協議第27

号 協定項目21「組織及び機構の取扱い」につきましては、本日は前回に引き続き審議をお

願いいたしまして、一応３回目となりますので、決定の採決を行いたいと考えております。 

 それから、協議第30号 協定項目７の「議員定数及び任期の取扱い」、それから、協議第

31号 協定項目９「地域審議会の取扱い」につきましては、本日審議いただきまして、次回

に再度審議を行い、決定の採決を行いたいと、このように考えております。 

 それでは、第７回協議会の協議資料１ページをお願いいたします。 

 協議第24号 協定項目４「新市の事務所の位置」についてでございますけれども、この件

は、新しい市の事務所の位置は今の前原市役所、それから、その前原市役所を本庁としまし

て、二丈町庁舎と志摩町庁舎を出張所とすると。本庁及び出張所の組織機構は、協定項目21

の「組織及び機構の取扱い」において定めるというのが幹事会の提案でございます。この提

案につきまして、４点質問があっております。ご意見等が寄せられております。 

 まず最初が、総務とか企画、教育、議会のような業務は本庁で統括し、窓口業務を各支所

で行う総合支所方式がいいのではないかと。合併したら役場が遠くなるという住民の不安を

なくしたいと、これが第１のご意見でございます。 

 それから、２点目としまして、出張所のほかに総合支所方式、分庁方式など、やり方があ

るんではないかと。できるだけ協議会でいろんな選択肢を出して説明していただきたい。こ

れが２点目。 

 それから、３点目、１日の来庁者の具体的な要件の数値、それから、詳しい内容を提示し

てほしいと。割合でもいいと。これくらいの割合の人は本庁へ行かなければならないとか、

大まかな枠でいいから示してほしい。これが３点目ですね。 

 それから、前回提案の中で、前原市庁舎６階に市民サロンというのがあるわけですが、こ

の市民サロンをつぶして職員の事務室にするという案を示しておったんですが、その職員の

事務室として使用することについて、前原市民はどう思っておるのかと。 

 以上４点、質問、ご意見が寄せられておりました。その後、私どもで検討させていただき

まして、その結果につきまして幹事長から答弁させますので、よろしくお願いします。 

○内場幹事長 

 まず、基本的なことについて、私のほうからお答えをいたしまして、内容関係につきまし

ては、専門部会のほうから答弁をさせます。 
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 まず、委員の皆さんに十分ご理解いただきたいことは、自治体の合併は自治体行財政の最

大の行財政改革であること、また、自治体の体力を成熟させ、地方分権に堪え得ることをも

とに住民サービスを向上させるということにあります。合併後でも、肥大化した自治体では

経費の増加だけが残る結果となり得るような場合もあります。 

 このようなことを踏まえまして出張所方式としたわけですが、この出張所では住民の皆様

に直接関係のある住民票、戸籍、税務、保健・衛生など、諸証明の発行と相談業務を行うこ

ととしています。これらの業務では、組織上、上層部の判断業務がほとんどないため、職員

は10人程度で可能と判断をいたしました。 

 支所方式とした場合、組織構成が大きく変わってきます。つまり、本庁の部課組織のもと

に同様な課または係を支所に置くことになり、本協議会の場合、２の支所と本庁で１業務形

態について３つの同様の組織が必要となります。これは、相当数の職員を確保する必要に迫

られてきます。また、これらの配置では判断業務も必要となりますが、支所単独での判断が

できないもの、支所間での判断の相違も生じる可能性もあり、支所と本庁のやりとりで、か

えって住民の皆様に迷惑を掛ける場合が多くなると判断をいたしました。 

 配付資料、庁舎設置方式及び１日の来庁者数の資料をお配りしておりますが、この件につ

きましては、行財政部会のほうに説明をさせます。 

 次に、前原市庁舎の６階市民サロンを事務所にすることは、住民の皆様の理解を得られる

のかというふうなご質問がありましたが、前原市において市民の皆様に事情を説明すればご

理解いただけるものと判断をいたしました。 

 あと、専門部会のほうから説明をさせます。 

○久保行財政専門部会長 

 それでは、お手元にお配りしております資料について説明をさせていただきます。 

 まず、合併資料の庁舎設置方式でございます。これにつきましては、今そこに挙げており

ますように４方式がございます。それぞれにメリット、デメリットをそこに記載しておりま

すが、簡単に説明をさせていただきます。 

 まず、一番上が本庁方式でございますが、これは１ヵ所に、その庁舎にすべてを配置する

という方式でございまして、メリットといたしましては、業務を集中することで事務の効率

化が図られると。それから、住民に与える新市の印象といいますか、一体感が強くなるとい

うようなことが挙げられております。 
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 デメリットといたしましては、本庁舎にすべての事務が配置されますので、今度提案して

おります内容では、二丈町、志摩町庁舎のほうについては出張所ということですが、この庁

舎の後の有効利用がない場合は昼間人口が少なくなるというようなデメリット、それから、

意見も出されておりましたが、本庁舎が遠くなるというようなデメリットがございます。 

 次に挙げております分が、現在提案をしております出張所方式でございます。本庁にすべ

ての業務を配置しまして、住民の利便性の面から、二丈町庁舎と志摩町庁舎に窓口的な業務

を配置するというものでございます。どのようなものを取り扱うかとか人数につきましては、

あとの資料でご説明をさせていただきたいと思っております。 

 メリットといたしましては、１番目と２番目については本庁と同じような形でございます

が、３つ目といたしまして、本庁地域以外の住民の利便性、本庁方式に比べて高くなるとい

うことでございます。 

 それから、デメリットといたしましては、出張所の配置人員が少なくなるというようなこ

とでございますので、先ほどと同じように昼間人口が少なくなりますし、本庁舎が遠くなる

というようなデメリットが挙げられております。 

 ３番目の分庁方式でございますが、これは前原市、二丈町、志摩町、それぞれの庁舎に各

部をそれぞれに振り分けていくというような形になりますが、例えば、前原市には福祉とか、

二丈町には教育とか、志摩町には建設とか、そういうふうな形の中で部を配置するというよ

うな形になりますので、地域の活気というようなことはなくなる心配はないというふうに考

えます。 

 デメリットは、各業務が各庁舎に分散されるということになりますので、住民の方にとっ

て分かりにくく不便であると。それから２つ目は、各庁舎を、例えば１カ所で処理ができな

いということになりますので、たらい回しになる可能性があると。それから３番目は、災害

時に迅速な対応がとりにくいと。また、決裁等の管理上からは非効率というようなことが考

えられます。 

 次に、総合支所方式ですが、この方式が前回意見が出されていた方式となりますが、本庁

にはすべての業務を配置しまして、支所には管理部門以外の業務を配置するということにな

り、支所でほとんどの業務が執り行えるというような形になります。 

 メリットといたしましては、既存の庁舎を活用できる。それから２つ目、住民にとって最

も現状に近いということで違和感がないと。３番目が、地域の活気がなくなる心配がないと
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いうようなことでございます。 

 デメリットは、合併前と同等程度の職員を支所に配置するというようなことになり、合併

の効果が期待できない。２つ目は、合併前と変わらないので新市の一体感が醸成しにくいと。

それから、管理上、非効率であるというような形が考えられております。 

 それから、申し訳ございません。資料の出張所方式の中で四角で囲んでおります「Ａ支

所」、「Ｂ支所」と書いておりますが、これは間違いでございまして、「Ａ出張所」、「Ｂ

出張所」ということになります。訂正をお願いしたいと思います。 

 続きまして、１日の来庁者の用件、件数でございますけれども、そこに資料をお配りさせ

ていただいております。二丈町において作成されております資料が一番分かりやすいという

ような形でありますので、この資料をもって説明をさせていただきます。 

 一応、前回ちょっとご報告いたしておりましたけれども、意見を出されておりました内容

等は精査をいたしております。少し変わっておる点もございますが、ご説明をさせていただ

きます。 

 まず、転出入の受付、住民票の交付及びこれに関する業務等で、住民窓口との兼務が可能

なものというような形で挙げておりますが、まず、住民課関係でございます。これにつきま

しては、住民基本台帳・戸籍・印鑑登録等の各種の受付関係ですね。それで、大体件数的に

いいますと、１日に15.5件、それから、国民年金の手続関係で１日に5.0件、それから、国

民健康保険、乳幼児・障害者・母子医療等の受付の関係で１日に20.3人、これを合計します

と、住民課で40.8件、１日にですね。それを担当する職員の数としては合計で6.5人という

ような形で表しております。 

 次に、２番目が健康福祉課関係でございますが、障害者福祉関係で１日の取扱い件数が約

1.4件でございます。それから、高齢者福祉関係で1.9件、それから、児童福祉関係が0.6件、

健康推進関係が0.8件、これを合計しますと、１日に大体4.7件、これを処理する人数といた

しまして、一応２人ということを挙げております。 

 それから、次の税務課、教育委員会の関係で、税務課の関係が１日7.6件、教育委員会の

関係が１日約0.1件、これは季節的に集中することもあるかと思います。合わせますと7.7件

で、これを担当する職員を0.5人といたしております。 

 それから、生活環境課関係で、水道の関係が１日に3.0件、それから、ごみ・し尿等の関

係が7.1件と、合わせますと10.1件。これを処理する人間といたしまして、１人を充てると
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いうふうにいたしております。 

 トータル的に見ますと、１日の受付件数は大体63.3件ということになります。これを職員

１人当たりの１日の受付件数にしますと、大体、10人で割りますと6.3件、そういう数値に

なってまいります。 

 志摩町のほうは二丈町よりは人口が多いわけですけれども、若干多くなりますけれども、

このような形で対応できるのではないかというふうに考えております。 

 このような資料をもとに、事務の効率性、住民の利便性の確保、新市の一体感の醸成など

を総合的に判断しまして、出張所方式というような形で提案しているところでございます。 

 以上でございます。 

○松本会長 

 ただいま幹事長と、それから専門部会長からるる説明させました。最後に出張所の業務を

具体的な数字を挙げて説明させていただきましたけれども、これは10人の場合、どういう業

務をどれくらい量が出てくるかというのを二丈町にお願いしまして、具体的な事例、数値を

出していただきまして、その結果でこういう算定をさせていただいております。これでいき

ますと、10人で年間１万6,000件処理実績があって対応可能という結果でございます。 

 それから、いろんな方式があるわけですが、今言いましたように、合併の効果を最大限生

かす、あるいは効果を出すという点から出張所方式にさせていただいておりまして、当然そ

の施設が空くことになるわけですけれども、事後のいろんな活用策は活用策で、またいろん

な案を出して、どう地域づくり、地域振興に有効に役立てるかというのは別の課題でござい

まして、この分庁方式なり総合支所方式を採ると、それらの一体活用ができないと、こうい

うデメリットも出てまいりますので、そのことも含めて総合的に判断した結果、出張所方式

という私どもの提案をさせていただいておるわけでございます。 

 以上が前回ご提案なされた質問、ご意見に対する私どもの回答でございますが、これらを

含めまして、新市の事務所の位置に関して、今からご質問、ご意見をいただきたいと思いま

す。どなたかございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○白石委員（志摩町） 

 前回、総合支所方式ということを提案させていただきましたが、今のご回答では、やはり

幹事会としては原案どおり出張所方式で進んでいきたいというふうに理解してよろしいんで

しょうか。まず、そのことを回答いただきたいと思います。 



- 11 - 

○松本会長 

 そういうことです。 

○白石委員（志摩町） 

 それにつきまして前回、総合支所方式を提案いたしましたとき、松本会長のほうから、で

は、どういうふうにしていただきたいんですかというご質問をいただきまして、やはり委員

の代表として私なりに、できれば現在の志摩町役場をこういう志摩町支所にしていただきた

いんだという資料を、素人の作ったものですが、行政職に全く携わっておりませんから不備

な点は多々あるかと思いますけど、作ってまいりましたので、一応私の意見とともに記載し

て文書化してきましたので、それをできましたら委員の方にお配りさせていただきたいなと

思いますが、その辺をちょっとお諮りしていただきたいと思います。 

○松本会長 

 とりあえず口頭でご説明いただけますか。 

○白石委員（志摩町） 

 分かりました。では、本日の幹事会からの回答を受けて、新たに今、紙面でお配りしよう

と思っていた部分を検討してお話しさせていただきます。 

 協定項目４「新市の事務所の位置」と協定項目21の「組織及び機構の取扱い」については、

関連してきますので、私の意見もちょっと重なる部分はあるかもしれませんけど、それはご

容赦くださいませ。 

 やはり私の意見としては、今のご説明で、総合支所にすると行財政改革のメリットがない

という、現状と近いからということでございますが、当面やはり新市に一般職員の方をすべ

て移すわけですから、そこで合併当初、人員が削減されているわけではありません。私自身

も永久的に総合支所方式をといって主張しているわけでもありません。住民の合併当初の理

解を得るためと混乱を避けるために、やはり今の現状により近い住民サービスをお願いした

いということで総合支所方式を提案させていただいた次第です。 

 やはり志摩町の、特に私は住民ですので、昨年度、住民投票を行われています。やはり賛

否の僅差ですよね、それを念頭に置いていろいろ私自身、委員として考えていかなきゃいけ

ない。あまり合併を好んでいない住民の方も理解していただけるような形を模索していかな

きゃいけないんではないかなと思って、こうやって意見を述べさせていただいております。 

 本庁を前原市に置くということは原案も賛成ですということは前回も申し上げたんですが、
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出張所ということで組織図案を拝見しますと、やはり今、志摩町出張所と二丈町の出張所が

１つの課にとらえられております。10部38課の中でですね。ですから、希望としましたら、

やはり本庁に総合支所という形で、あくまでも幹事会がお示しくださいました組織図案は本

庁の組織図案とし、志摩町支所、二丈町支所の組織図というのを新たに幹事会のほうでご提

案いただきたいなと、それを希望いたします。 

 そして、志摩町支所の大方の組織図案としましては、市民課──これはあくまでも幹事会

から提案がございました組織図案を参考にしての言葉を使っておりますので、市民課が、こ

れはもう職員の人数次第では係でも構いません。ですから、私が考えた志摩町支所と、組織

図としては市民部の市民課、保健環境部の生活環境課、健康づくり課、介護保険課、国保年

金課、民生部の福祉保健課、福祉推進課、子ども課、それから、産業振興課、商工観光課、

これらに関する業務は支所ですべて完結できるような組織にしてくださいということは願っ

ておりません。当然、本庁はすべて機能を統括する役目を持っておりますが、住民サイドが

やはり各福祉関係にしても志摩町役場に出向いて、例えば、手続きを１つするにしても、そ

の案内役といいましょうか、そういう係をやはり置いていていただきたい。それが合併に伴

う住民の不安を軽減する方法ではないかなと考えます。 

 それと、ただいまご説明いただきました合併に伴う出張所の業務について、二丈町参考の

ところの詳細を今ご説明いただきましたが、やはり本当に住民サイドからしますと、よく今、

全国でメディアであれ叫ばれていますフェース・ツー・フェースの行政ということからかけ

離れた、本当、机上の理論の数字で割り切ったデータだなということを感じました。 

 そして、この健康福祉課のデータなんかは、特に受付、発行とか、そういうことの活字が

どんどん見受けられますが、その受付に至るまでの、例えば、障害福祉の福祉、知的障害者

提出届の受付、これは提出ですから構いませんが、証明書の発行に至るまでとか、そういう

福祉関係なんかは特に相談とか、どうしたらよろしいでしょうかというようなお尋ねとかあ

ると思うんですね。そのことをやはりもっと血の通った行政サイドのお考えを熟慮していた

だきたいなということをつけ加えさせていただきます。 

 以上です。 

○松本会長 

 ちょっと二丈町長に答弁をお願いします。 

○筒井副会長 
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 いろいろお考えはお持ちだと思いますけど、ちょっと機械的な計算というお話だったと思

いますが、私どもは決してそういうことではありません。実態を基に、私どもは窓口にお見

えになった方が、どういう案件でどれぐらいの時間を費やされたか、すべて記録をしており

ます。そういう中での積算ですから、そういう機械的なことではないということをひとつご

理解いただきたいと思います。 

 それから、私はどことは言いませんけれども、総合支所のところに幾つか視察に行ってま

いりました。そこで問題になっておりますのは、支所が今まではそれぞれの自治体でござい

ますので、そこの中で時間は別としまして完結していくわけでございますが、結論は出てい

くわけですが、あるＡ支所へ住民の方がお見えになって、そこで相談されて、もちろん本庁

に決裁を仰ぐこともあるんでしょうけれども、そこでお答えになったことが別の支所では違

う回答をなされたことがございます。多くはないと思いますけど、そういうことで結果的に

混乱を招いたというのがあります。それはほかの幾つかの支所、自治体を回ってまいりまし

たけれども、同じようなことがあるようでございます。ですから、結果的に住民の皆さんに

ご迷惑をお掛けするということがあるようです。 

 ですから、それがすべてではございませんけれども、やはり多くの総合支所では、本庁に

決裁を仰ぐというのがほとんどのようで、私が知る限り、そういうことのようでございます。

ですから、今日は本庁の部長さんがおいでになりませんから、ちょっと待ってくださいとか

いうようなケースも間々あるというふうに聞いております。 

 ですから、おっしゃっている意味は分かるんですが、今は二丈町、志摩町、前原市、それ

ぞれの自治体ですから、そこで結果の、内容は別としまして完結しておりますけれども、今

度は総合支所になりますと、必ずしもそこでお答えしたことが整合のとれないケースも出て

くるのではないかと。現実にほかの自治体ではあるわけでございまして、決裁というのは首

長の権限をそれぞれの職員等に委任する法律行為でございますので、委任の枠を越えてお答

えすることはできません。ですから、それはやり方、内部の問題ですから、皆さんに関係な

いとおっしゃればそれまでのことでございますけれども、やはりそこら辺をきっちりしてお

かないと、かえって混乱を招くおそれがあるのではないかと。私が他の市町等の総合支所を

訪問させていただいた感じを述べさせていただきます。 

○松本会長 

 今、話がありましたように、まず、二丈町の例は具体的な検証がなされて、こういう数字
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が出されております。それから、総合支所方式でいきますと、どうしても人間の数が増えて

まいりまして、結果としまして人員削減、行革の効果が半減すると。しかも、その業務が完

結しないと、やはりどうしても本庁につなぐ必要があると、いろんな意思決定の場合にです

ね。そういうあたりも総合的に勘案して、出張所方式でお願いしたいというのが私どもの案

でございます。 

 ほかの方のご意見もちょっと聞いてみたいと思うんですが、どなたかおられませんでしょ

うか。はい、どうぞ。 

○高田委員（前原市） 

 今、合併後の行政体制、なかんずく事務所の位置について、私が前回のときに、住民の皆

さんがどういう案件を持って来庁してありますかというような質問をしておりまして、ここ

は二丈町の事例としてこういう数字が示されまして、今日明らかにしていただきましたけれ

ども、私自身、役場に行くことがありますけれども、ああ、これはこれだけのことを出張所

というような機能の中でやっていただけるのかと、こう思って、合併という大同に向かって

基本的には進みたいと個人的には思っておりますし、これだったら差し迫って、もっともっ

とやっぱり不足する分はあるかもしれませんけれども、かなりの部分は対応できるのではな

かろうか。 

 当初、会長が、これは住民だれしもが思うと思うんですけれども、二丈町の庁舎はまだ新

しい。志摩町もしっかりしておると。10人足らずで、あとどうするのかというような、本当

に素朴な疑問を持つだろうと。これは、私はＪＡ糸島、前原の４号委員として出ておりまし

て、勉強会の折に、そこで各委員から、あとはどげんするやろうかというような意見交換し

た中で、例えば、やっぱり総合図書館的なものをつくるニーズが市民から起こってくるんで

はなかろうか。あるいはまた、ちょっと日々の行政とは違う教育委員会等々を、例えば、こ

の庁舎に併用するとか、そういうものは検討されんとかいなと、こういう勉強会をした経過

があるんですが、先ほど冒頭、市長は、これは後のテーマと、こう言われたもんですから、

差し支えなかったら、さわりの部分ぐらいは言っていただければ、何かこう、傍聴も今日は

非常に多いようですけれども、何か全体的な収まりぐあいといいましょうかね、そこあたり

が分かりやすいんじゃなかろうか。これは言えなかったら構いませんけれども。 

○松本会長 

 それが具体的に出てくるのは、新市基本計画の中でおいおい明らかにさせていただきたい
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と思うんですが、まず、出張所方式でよろしいということを決めていただかないと、あとの

作業に進めないというのが現状でございまして、我々幹事会としましては、そのことを見据

えて、じゃあ、今、図書館という話が出ておりましたけれども、具体的にどこでどういう機

能が必要なのかということを含めまして、今後、提案ということにさせていただきたいと思

っております。（「分かりました」と呼ぶ者あり） 

 ほかに。はい、どうぞ。 

○田中委員（二丈町） 

 今、高田委員の話、ちょっとひっかかるところがあるんですが、ひっかかるって言葉じゃ

なくて、例えば今、出張所か総合かということで判断するのか、今日は４つの選択肢を出し

ていただいたんですが、分庁という考えを出したら、また会長さんから怒られるのかなと思

います。またそこさい戻ってしまうかと言われる可能性がありますから、どうなのかなと。

その方法を僕は実は考えられないのかな。 

 今おっしゃったように、教育委員会をどっちかの庁舎に持っていくとか、総合になると、

確かにおっしゃるように人員はあまり減りません。これは大変だろうと思います。だから、

これは私はちょっと無理かなと思いますけれども、ただ、出張所か総合かと言われると、ち

ょっともう一回、例えば、前の協議会のときに協議されておった分庁という方法を出してい

いのかなという気がするんですが、いかがでしょう。総合になってくると、やっぱり……。

いいのかどうかです。 

○松本会長 

 今のご意見は、前回のご質問でいろんな方式があるじゃないかと。それを比較検討して出

してくれたら分かりやすいのでというご質問だったんで、本庁方式、出張所方式、分庁方式、

総合支所方式と並べましたので、私ども提案はあくまでも出張所方式ということでございま

す。 

 じゃあ、ちょっと向こうから。 

○持田委員（志摩町） 

 今の議案の進め方、協議の内容の進め方について、ちょっとご質問しますが、白石委員の

ほうから文書まで持ってきていろいろ説明したいという提案がございましたけれども、口頭

だけで進みました。なかなか文書を持ってあるような気がしますので、一度この文書を幹事

会のほうで取り上げていただいて、そして、今日この提案は３回目ですので、もう１回だけ
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幹事会でその内容を練っていただいた上での再提案ということではいかがでしょうか。何か

もう、今このまま見てみますと、この提案の内容で進められそうな気がしますので、そうい

う提案をいたしますが、よろしくお願いします。 

○松本会長 

 今の文書の件ですが、今のご説明だけじゃまだ足りないということになるんでしょうか。

（発言する者あり）当然、私どもでは出張所方式というのを提案させていただいております

ので、このことでもって賛否をぜひお願いしたい、このように思っております。 

 はい、どうぞ。 

○白石委員（志摩町） 

 今、会長のほうから、一応出張所の提案で賛否をということでしたので、賛否を採る前に、

先ほど文書で書いてきたものを口頭で要約してというと、お話というか、提案を発言の漏れ

た部分もありますので、採決を前に一言、先ほどからのご説明で、新市の一体化という言葉

が幹事会のほうから、二丈町長さんのほうからも出ておりますし、やはり出張所方式にして、

現状と変わっても前原に中枢を置いてという新市の一体化、これは新市の名称のときに前原

の委員さんからも、やはり志摩町、二丈町の冠を残す、残さないというときに一体化という

言葉が出ておりましたが、私としてはそれは住民サイドだけの一体化ではなくて、行政職員

の１市２町の一体化ということも考えまして、出張所が10名というのはどうかなと。やはり

住民サービスの観点からだけではなく、前回の幹事会でたしか寺﨑委員がほかの協議項目の

ことでしたけれども、志摩町のことは志摩町の委員にしか分からん、前原市のことは前原市

にしか分からん、そういうご発言があったことで私もやはり考えました。 

 そこで、やはりせめて支所方式を採っていただいて、二丈町、志摩町に二、三十人の職員

を配置していただきますれば、逆に旧、そこの職場の職員を、例えばのこれは例ですけれど

も、50％残して、残りの50％を志摩町に、例えば、志摩町支所の場合は前原市、二丈町の職

員をというように、職員の相互異動ということも観点に入れて、やはり新市をつくり上げて

いくのは住民と行政サイドとが一体にならなければいけませんので、その辺も考えて、人数

的なもの、住民サービス的な住民サイド側に立った発言だけではないこともご理解、受け止

めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○松本会長 
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 ありがとうございました。 

 ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

○谷口委員（二丈町） 

 先ほどから答弁を聞いておりますと、何か行政サイドの都合といいますか、そういった形

ばかりが主張されて、この調整案が提案されたように感じました。行政サイドにすれば、こ

の出張所方式がベストな選択かもしれません。しかしながら、いつかも白石委員が報告して

おられましたように、福岡県下の合併自治体を調査したところ、出張所方式を採ったところ

は１カ所もございませんと。ほとんどが分庁方式、あるいは総合支所方式を採っておられま

すという報告がなされておりました。それはやはり合併した自治体の住民の利便とか感情、

そういったことに配慮されてそういう方式を採っておられるのじゃないかと思うわけですね。 

 この糸島１市２町の合併におきましても、出張所方式がベストかもしれませんけれども、

やはり小さな自治体の住民の利便とか感情とか、そういったものに配慮いただきまして、出

張所方式じゃない提案といいますか、そういうことをお願いしたいなと自分も思うところで

あります。 

 以上です。 

○松本会長 

 はい、どうぞ。 

○小河委員（志摩町） 

 今、谷口議長のほうから言われた、全く私もそのとおりに思っておりますが、前回私は総

合支所方式と提案した者の一人でございます。前回のときに高田農協の代表も、農協が合併

するには40年かかりましたよ。そのかわりに住民の気持ちをまとめて、今度やっと１個にな

りましたというお話があったことを聞きまして、やっぱり先ほどから谷口議長が申しますよ

うに、住民サイドで物事を考えていくことが、この合併をスムーズに進める方法の一つでは

なかろうか。 

 本当に行政サイドでいいますと、考えただけで分かりますように、540人が前原市の庁舎

の中に全部入るか。これはちょっとどう考えても私たち、ここ皆さんおらっしゃる人、無理

やろうなて。それから、車は何台で、駐車場はどこどこでという提示をされましたが、それ

は平均して割ってみますと、ひょっとしたら入るかもしれんが、今、前原の市役所に朝行っ

てきますと、ほとんど車をとめるところがありません。ぎりぎり舞いしながら、出らっしゃ
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るとば待っとって、車をとめて用事を済ますというような格好になっておりますし、どうも

行政サイドでいいますと、確かに入ります。そして、訪問の数も平たに言えばそれだけの数

で十分受け付けられますよと言われますが、やはり住民サイドから考えてみますと、せっか

く志摩町も二丈町もいい庁舎があって、それを全く使わないで会議そのもので前原ですべて

やってしまおうぞと、ちょっとやっぱり行政サイドの考え方過ぎやせんじゃろうかと思いま

す。 

 それで、いろんな方法もありましょうが、今提案されております出張所方式には私は賛同

できない、そのことを言うておきます。 

○松本会長 

 ちょっと今お言葉を返すようですが、職員が入る云々、駐車場につきましては、前回ご説

明申し上げましたとおり、それは十分対応可能でございます。 

 それから、効率的な面ばかりとおっしゃいますが、十分、二丈町の実績を踏まえて、これ

で大丈夫だという判断で提案させていただいております。ただ、遠くなるじゃないか、確か

に鹿家とか福吉、深江の方、あるいは桜井、野北の方が本庁舎に遠くなるというのは、確か

にそれはそのとおりでございますが、それは何とか受認といいますか、認めていただいて、

ほかのサービスでお返しする。あるいは、たちまちがら空きになるかというと、決してそう

じゃない。新市基本計画の中で、ほかにどうやって有効活用できるか、そのことも十分検討

しながら、また次回以降に提案させていただきたい、このように思っておる次第でございま

す。 

 はい、どうぞ。 

○小河委員（志摩町） 

 ちょっと庁舎のことを考えてみますと、前原市庁舎も築30、もう40年近くなりますね。

新しい庁舎が約20年ですね。志摩町、二丈町、特に二丈町の庁舎はまだ９年しかたってお

らないというような状況でしょうが。そこらあたりをやっぱり有効利用すれば、住民の不安

も一緒に解消されていいじゃなかろうかと思いますし、問題は、前原市の庁舎の中に一括し

て540名を入れたとして、じゃあ、もし何かが起こったとき、地震なりが起こったときに、

そういう対応は考えてありましたですかね。これは反対のために地震まで持ち出して言うな

と言わっしゃるかもしれませんが、やっぱり十分職員の安全も考えておくべきであろうと思

うけんですね、そこらあたりも考えてみますと、どうも無理して、一括して一気に前原市庁
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舎へというのは、どうしても私たち納得がいかんということです。 

○松本会長 

 はい、じゃあ。 

○古川委員（前原市） 

 今、それぞれの地区からそれぞれの理由でご説明がありました。本当にそうだと思います

けれども、私は提案されたような出張所方式で、その根拠となっている二丈町の事例が数字

で出されまして、この中で、文書の文字面で欠けているのが相談窓口、相談機能じゃないか

なと思います。 

 まず、住民が行くのが、どこに相談したらいいか分からないということで市役所、役場を

訪れるわけですので、どこかそういう相談窓口、本当に信頼できる相談窓口というのを、こ

の今日出されました二丈町の中に付け加えることによって、市民サービスというのも手厚く

なるんじゃないかなというふうに思います。 

 それから、現在ある施設をもっと有効利用できるような形でということは、今後の話し合

いの中で、今後のいろんな検討の中でそのことについては対応していくということを信じて、

私は提案されました出張所方式ということに賛成したいと思います。 

○松本会長 

 今、話がありました総合相談的な機能につきましては検討しておりまして、専門部会から

説明してください。 

○久保行財政専門部会長 

 今ありました総合案内と。要は、来られた方が１ヵ所で処理できるような形。また、どこ

に行ってくださいというような相談ができるような部分につきましては、当然、出張所の中

で、今後、どちらにしましても事務の一元化の中で検討していくことになりますので、併せ

て検討したいというふうに思っております。 

○松本会長 

 ほか、どなたか手を挙げて──はい、どうぞ。 

○白石委員（志摩町） 

 今のご質問の回答に関して、総合窓口に関してはこれから検討していきたいということで

すが、そのことに関連して、人員の配置自体は検討するから人員を、例えば今、10名以内の

配置を15名に検討するよとか、そういうことはないわけですね。今、あくまでも10名以内の
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中で総合窓口を、職員は10名の中で業務分担をしていくよということの理解でよろしいんで

しょうか。（発言する者あり）ということですね。 

 で、採決に入る前に、谷口委員が前回の福岡県では出張所の方式を採っているところがな

いと私が述べたことをまた言ってくださいましたが、一応その後に私、九州全県調べること

はちょっとできませんでしたが、一応これは幹事会へといいますより、委員の皆様に発表さ

せていただきますということで述べさせていただきますが、熊本県で新旧合併合わせて17の

合併が行われました。そこでやはり分庁方式を採っているところは、必ず住民の利便性を考

えて窓口業務を置いております。ですから、分庁方式プラス窓口業務の方式が４、総合支所

方式が３で、やっぱり出張所は熊本県でもありません。長崎県も13の合併がされていまして、

やはり総合支所、分庁と複合のところが４ありました。そして、総合支所は９で、やはり出

張所方式はございません。それから、佐賀県が10の合併が行われておりますが、総合支所が

２、支所形態が４、分庁プラス窓口が４ということで、福岡県だけではなく、北部九州、私

は３県しか調べることができませんでしたが、出張所という扱いになったところはございま

せんでした。 

 一応これはご報告までということで発言させていただきます。 

○松本会長 

 先ほど相談窓口の話、ちょっと補足説明させます。 

○久保行財政専門部会長 

 今、お手元に説明資料を差し上げておりますが、これが一応カウントいたしておりますけ

れども、この中に当然、相談業務は入れた中でカウントはいたしておりますので、その点は

ご理解いただきたいと思っております。 

○松本会長 

 ほかにございますか。はい、どうぞ。 

○兵庫委員（二丈町） 

 いろいろそこそこによって、随分やっぱり意見が違うんだなというようなことを今つくづ

く感じておるわけでございますけれども、確かに効率的とか、それから財政的、いろんなこ

とを考えるならば出張所方式というのもうなずけるわけでございます。かといって、住民の

利便性とかサービスの問題からいきますと、やっぱり総合支所というのは、当然今のままみ

たいな形に近いところで残っていくわけですから、住民にとっては一番便利であろうと、こ



- 21 - 

ういうふうに思うわけですけれども、いろいろ執行部としても、これは財政的問題、要する

に収支計画に基づいたところでこういう提案をなされてあるんだろうと、こういうふうに自

分自身は理解しておるわけでございます。 

 ただ、この中で、これはずっと未来永劫までやるということじゃないと思うんですけれど

も、期間の話はあまり出ていないようでございましたけど、これは大体執行部としては何年

ぐらいを出張所として置くかということを検討されておるのか、ご回答いただきたいと思い

ます。 

○松本会長 

 今の時点で具体的に何年というのは、ちょっと言いかねます。当分の間ということでご理

解いただきたいと思います。 

○兵庫委員（二丈町） 

 すみません、この場に来て、何かちょろっと逃げられたような気がするんですけど、当分

の間と言われると、半年でじゃあ終わりましたよなんて言われると、それで終わっちゃうん

ですけれども、まさかそういうことはなかろうと思うんですけれども。ただ、今、志摩町と

か二丈町の住民が一番心配しておるのは、やっぱりいろんな意味で不安がいっぱいあるわけ

ですよ。そういう意味では、不安は少し取り除いてあげるということも大きな意味では必要

であろうと、こう思うわけですよ。そういう意味からすれば、職員の数が合併と同時にぼー

んと減るということであれば別ですけれども、職員はそのまま移動していくわけです。それ

が例えば二丈町庁舎に置くのか、志摩町庁舎に置くのか、本庁に置くのかということになろ

うかと思いますから、ここら辺は財政的にはそう大きな影響はなかろうと思うんですけれど

も、そこら辺も含めての出張所の提案だろうと思うんですけれども、いかがでございますか。 

○松本会長 

 さっき当分の間と言いましたけど、だからといって半年とか２年とか、そういうものでは

ございません。最低５年というふうに考えております。 

 それから、職員の数は急に減ることはないんだからということでございますが、この総合

支所方式なり採りますと、どうしても職員業務のダブりが出てくるので、その分やはり１ヵ

所に集めたほうが業務は効率的にこなせるということも十分ご理解いただきたいと思います。 

 議論も出尽くしたようでございますから、ちょっとここで休憩させていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 




